
業務名

令　和　８　年　度　施　行

　丘珠空港緑地（北西・北東・南東地区）基本計画策定業務

札幌市建設局みどりの推進部

設　計　書

公示用



１　業務の目的

２　業務の概要

３　業務の期間
　契約締結日から令和９年３月19日までとする。

４　仕様書
　　・札幌市土木設計業務共通仕様書・札幌市土木設計業務共通仕様書

・丘珠空港緑地（北西・北東・南東地区）基本計画策定業務　仕様書

５　成果品
・丘珠空港緑地（北西・北東・南東地区）基本計画策定業務　仕様書のとおり

　本業務は、滑走路の延長等に伴い、現緑地の北西地区、北東地区及び南東地
区において影響を受けるエリア・施設について、滑走路延長等の検討状況や過
年度成果を踏まえ、検討条件を整理する。また、基本構想に基づき取組の方向
性や必要な取組に加え、現緑地が有する既存機能への影響、利用実態や新たな
ニーズ等の需要に則しつつ、「緑地機能の維持・向上」の実現を目指した計画
内容について検討するものである。

　札幌市では、平成11 年３月に策定した「丘珠空港周辺のまちづくり構想」に
おいて、札幌丘珠空港（以下、「丘珠空港」という。）周辺のまちづくりの方
向性の一つとして「空港周辺の騒音対策・風雪対策の推進」を掲げ、具体的な
取組として丘珠空港緑地の整備等を行ってきた。
また、令和４年11月には丘珠空港の役割や進むべき方法性を示した「丘珠空港
の将来像」を策定し、丘珠空港の将来像として「市民・道民の安全・安心な暮
らしに寄与するとともに、多様な交流を支える広域交通拠点となる空港」を掲
げており、さらに将来像実現に必要な取組として「空港と周辺地域との調和と
共生」を位置づけている。
これらの経緯を踏まえ、令和７年３月には「札幌丘珠空港と周辺地域の共生に
関する基本構想（以下、「基本構想」という。）」を策定し、空港を核とした
まちづくりを進めるために「『空港が近くにあって良かった』と感じられるま
ち」を目指す姿として、「環境配慮の徹底」、「安全運航の確保」、「空港及
び周辺機能の充実」の３つの取組の方向性及び「緑地機能の維持・向上」など
６つの必要な取組を位置づけている。
丘珠空港緑地では、前述の関連施策や空港用地の拡張範囲等を踏まえ、令和７
年度に新たなニーズ等を考慮した緑地機能の検討を行っており、本業務は国が
行っている滑走路延長等に係る検討との整合を図りつつ、「緑地機能の維持・
向上」の実現を目指した基本計画を策定するものである
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仕様書 

 

【一般事項】 

１ 適用範囲 

(1) この仕様書は「丘珠空港緑地（北西・北東・南東地区）基本計画策定業務（以下、

「本業務」という。）」に適用する。 

(2) この仕様書に定めのない事項については、契約図書及び札幌市土木設計業務共通

仕様書によるほか、本市の指示によるものとする。 

(3) 契約図書に記載された事項は、この仕様書に優先するものとする。 

 

２ 用語の定義 

  この仕様書において「指示」「承諾」及び「協議」とは次の定義による。 

 (1)「指示」とは、業務担当職員が受託者に対して指導助言することをいう。 

 (2)「承諾」とは、受託者が業務担当職員を経由して本市の承諾を得ることをいう。 

 (3)「協議」とは、本市と受託者の間に業務に関して疑義等が生じた場合に、業務担当

職員と受託者が話し合い、疑義等を解決することをいう。 

 

３ 留意事項 

受託者は契約の履行にあたって、次の各事項に留意のうえ、本業務を行わなければな

らない。 

 (1) 契約金額には、必要経費一切を含む。 

 (2) 定められた期間内に業務を完了するよう、作業の効率化・円滑化に努めること。 

 (3) 契約図書及び本市の指示に従い、本業務の意図・目的を十分に理解したうえで、

本業務にあたること。 

 (4) 関係法規、規則等諸法令を遵守すること。 

 (5) 受託者は、本市に対し、本件契約に基づく成果物（印刷物、提出された原稿・デ

ータなど全て）に関連する著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第27条及び第

28条に規定する権利を含む。）を譲渡するものとする。 

 (6) 受託者は成果物に関する著作者人格権を、本市又は本市が指定する第三者に対し

て将来にわたり行使しないこと。 

 (7) 受託者は、本市に対し、第三者の著作権、著作者人格権及びその他特許権、商標

権、肖像権を含むいかなる知的財産権を侵害するものではないことを保証するこ

と。第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、受託者は自己の費用

及び責任においてこれを解決するものとし、かつ本市に何らかの損害を与えたとき

は、その損害を賠償するものとする。 

 (8) 本業務に関して生じる問題点は、本市、受託者の双方が協議し、処理すること。 

(9) 本業務の履行においては、使用する製品等を含め、環境負荷の低減に努めること。 

 



４ 疑義の解釈 

  この仕様書に定める事項について疑義を生じた場合の本業務の細目については、本市

と協議を行うこと。 

 

５ 業務主任者 

(1) 受託者は、本業務の処理について業務主任者を定め、本市に契約締結後速やかに 

通知すること。業務主任者を変更した場合も同様とする。 

(2) 業務主任者は、表１に示す資格を一つ以上有する者、登録ランドスケープアーキテ

クト（RLA）、または表２に該当するものを配置すること。 

 

  表１ 技術士、RCCM資格者 

技術士 RCCM 

技術部門：建設、総合技術監理 専門技術部門：造園、都市計画及び地方計画 

    

表２ 実務等経験者 

当該検討業務に関する技術上の知識を有し、次のいずれかに該当する者で本市が

承諾した者 

・学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学卒業者にあっては、建設コンサ

ルタント等業務について13年以上の実務経験を有する者 

・学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校卒業者にあっては、建設コン

サルタント等業務について15年以上の実務経験を有する者 

・学校教育法による高等学校卒業者にあっては、建設コンサルタント等業務につ

いて17年以上の実務経験を有する者 

(3) 業務主任者は、本市との連携を密とし、適宜協議又は打合せを行いながら、誠実に

業務を進めるものとする。 

 

【履行】 

１ 提出書類 

受託者は、契約締結後速やかに業務着手届、業務主任者指定通知書、業務主任者経歴

書、業務日程表を提出すること。特に、業務日程表については、事前に業務担当職員と

協議し、承諾を得たものを提出すること。 

２ 事故及びトラブル報告 

受託者は、業務の履行中に事故やトラブルが発生した場合、被災者がいる場合には被

災者に対し適切、迅速に誠意をもって対応することとし、直ちに本市に報告するととも

に、業務事故報告書を速やかに提出すること。 

 



３ 業務の完了 

(1) 受託者は本業務を完了したときは、速やかに業務完了届及び業務実施報告書、その

他成果品一式を製本（カラー）と電子データにて提出すること。成果品の提出にあた

っては、事前に内容について本市と協議し、本市指示事項を含めた内容で作成し、承

諾を得ること。なお、成果品の詳細は、本業務仕様書のとおり。 

(2) 受託者は、本業務が完了したとき、受託者の責に帰すべき理由による成果品の不良

箇所が発見された場合は、速やかに訂正、補足、その他必要な措置を講じること。 

 

４ 個人情報の取り扱い 

(1) 別記1「個人情報の取扱いに関する特記事項」及び別記2「個人情報取扱安全管理基

準」を全て遵守すること。 

 

５ 業務の履行期間 

契約締結日から令和９年（2027 年）３月 19 日（金）まで 

 

６ 納入・検査場所 

  札幌市建設局みどりの推進部みどりの推進課 

（札幌市中央区南１条東１丁目 大通バスセンタービル１号館 ６階） 

 

【業務内容】 

１ 業務名 

丘珠空港緑地（北西・北東・南東地区）基本計画策定業務 

 

２ 業務概要 

札幌市では、平成 11 年３月に策定した「丘珠空港周辺のまちづくり構想」におい

て、札幌丘珠空港（以下、「丘珠空港」という。）周辺のまちづくりの方向性の一つ

として「空港周辺の騒音対策・風雪対策の推進」を掲げ、具体的な取組として丘珠空

港緑地の整備等を行ってきた。 

また、令和４年 11 月には丘珠空港の役割や進むべき方法性を示した「丘珠空港の将

来像」を策定し、丘珠空港の将来像として「市民・道民の安全・安心な暮らしに寄与

するとともに、多様な交流を支える広域交通拠点となる空港」を掲げており、さらに

将来像実現に必要な取組として「空港と周辺地域との調和と共生」を位置づけてい

る。 

これらの経緯を踏まえ、令和７年３月には「札幌丘珠空港と周辺地域の共生に関する

基本構想（以下、「基本構想」という。）」を策定し、空港を核としたまちづくりを

進めるために「『空港が近くにあって良かった』と感じられるまち」を目指す姿とし

て、「環境配慮の徹底」、「安全運航の確保」、「空港及び周辺機能の充実」の３つ



の取組の方向性及び「緑地機能の維持・向上」など６つの必要な取組を位置づけてい

る。 

丘珠空港緑地では、前述の関連施策や空港用地の拡張範囲等を踏まえ、令和７年度に

新たなニーズ等を考慮した緑地機能の検討を行っており、本業務は国が行っている滑

走路延長等に係る検討との整合を図りつつ、「緑地機能の維持・向上」の実現を目指

した基本計画を策定するものである。 

 

３ 前提条件 

(1) 対象公園 

公 園 名：丘珠空港緑地 

公園種別：都市緑地（積算上は地区公園とする） 

公園面積：約 48.8ha 

所 在 地：東区丘珠町 220-1 ほか 

(2) 対象範囲：丘珠空港緑地のうち別図現況図に示す約 44.2ha の範囲。 

（別図参照：南東地区 PG エリア 4.6ha を除く） 

(3) 地  形：平地 

(4) 資料提供：平成 11 年度 丘珠空港周辺の緩衝緑地（空港東側区域）基本計画 

【報告書】 

平成 16 年度 丘珠空港北西北東地区基本計画素案策定業務【報告書】 

平成 16 年度 丘珠空港緑地基本設計策定業務      【報告書】 

平成 17 年度 丘珠空港北西北東地区基本計画策定業務  【報告書】 

平成 22 年度 丘珠空港緑地（北西・北東地区）基本設計策定業務 

【報告書】 

平成 23 年度 丘珠空港緑地実施設計         【電子成果】 

平成 24 年度 丘珠空港緑地実施設計         【電子成果】 

        令和７年度 丘珠空港緑地（北西・北東・南東地区）緑地機能検討業務 

                                【電子成果】 

(5) 整備水準：現在の整備状況、航空法による高さ等の制限などを考慮しつつ、整備

水準は低いと考えている。 

(6) 現緑地において、検討対象範囲は以下①～⑩のエリア・施設により構成されてい

る。 

① 芝生エリア【南東地区】 

憩い、あそび、休息といった平地での多目的なレクリエーション活動を行うエ

リア。 



② 眺望エリア【南東地区】 

丘珠空港に隣接する立地条件を活かした周辺を見渡せるエリア。 

航空機の動きが感じられる当緑地の特性を活かし、休憩場所としての休憩・眺

望エリアが整備されている。 

③ 雨水貯留施設【南東地区・北東地区・北西地区】 

「伏籠川総合治水計画」に基づき、丘珠５号川沿い（南東地区）と軽スポーツ

エリア（北西地区）に治水対策として調整池を整備。 

航空機の映りこみやバードストライクなど、空港機能への支障が懸念される滑

走路の延長上を回避。 

④ 築堤【南東地区】 

緩衝機能確保を目的として空港外周に整備。  

⑤ 防風雪林 【南東地区】 

冬季北西方向からの風雪による交通機能障害の発生を防ぐ対策として整備。 

⑥ 緩衝樹林帯【北東地区・北西地区】 

飛行機騒音の低減や排ガスの拡散に対する低減等について、物理的かつ心理的

側面での機能を有する施設として整備。 

⑦ 軽スポーツエリア【北東地区・北西地区】 

ジョギング・ウォーキングなど誰もが利用できるスポーツ施設を整備。 

⑧ 休憩・眺望エリア【南東地区・北東地区・北西地区】 

飛行機の離着陸等身近に飛行機の動きが感じられる休憩場所として整備。 

⑨ 修景エリア【北東地区・北西地区】 

空港ターミナルやつどーむ利用者が見る可能性が高い立地環境にあり、見られ

ることを意識した空間として整備。 

⑩ 駐車場・多目的エリア【南東地区・北西地区】 

緑地機能を補完する施設としての駐車場及びイベント時には臨時駐車場（172

台）として活用する芝生広場（通常時）を整備。 

(7) 検討の方向性 

滑走路の延長等に伴い、現緑地の北西地区、北東地区及び南東地区において影

響を受けるエリア・施設について、滑走路延長等の検討状況や過年度成果を踏ま

え、検討条件を整理する。また、基本構想に基づき取組の方向性や必要な取組に

加え、現緑地が有する既存機能への影響、利用実態や新たなニーズ等の需要に則

しつつ、「緑地機能の維持・向上」の実現を目指した計画内容について検討する

こと。各種検討内容及び設定項目については、担当者の確認を取ること。 

 



４ 業務詳細  

(1) 現況把握 

提供資料に加え、上位関連計画や各種関連施策、現地調査（北西地区・北東地

区・南東地区）や対象範囲の自然・社会・人文・景観等の概況、地域ニーズ等につ

いて計画条件を把握・整理すること。 

(2) 敷地分析 

現況把握で整理した計画条件及び現在の利用・管理状況等を踏まえ、対象範囲に

おける各種条件の分析を行い、計画上の課題を抽出するとともに対策の方向性につ

いて検討すること。 

(3) 計画内容の検討及び設定 

敷地分析の課題及び対策の方向性を考慮し、緑地全体の基本方針及び導入すべき

ゾーニングを検討すること。また、設定したゾーニングに基づき、基本方針を実現

する各ゾーンの特性に適した導入施設、動線等について検討すること。計画内容の

検討においては、航空法による障害物制限表面（高さ規制）、伏古川流域整備計画

で定められている雨水貯留機能（雨水貯留池の計算を含む）に留意すること。 

(4) 基本計画図の作成 

計画内容の検討等に基づき、対象範囲における全体平面図、地区別平面図、主要

施設平面図、各種断面図等必要な図面を作成すること。 

必要な図面の様式や内容等については、発注者と協議の上整理すること。 

(5) 概算工事費の算出 

検討結果に基づき、拡張及び再整備に必要な南東地区・北東地区・北西地区の概

算工事費を算出する。概算工事費の算出にあたっては、過年度成果の概算工事費を

踏まえつつ、必要な手続きや施工工程を考慮した合理的な年次計画を検討し、発注

者と協議の上整理すること。 

(6) 基本計画説明書の作成 

検討内容についてまとめた報告書を作成すること。 

(7) 都市計画図書添付図面（案）の作成 

本業務の検討内容を踏まえ、都市計画図書添付図面（案）を作成する。作成する

図面（案）は、提供資料である過年度成果（作成図面リスト参照）の修正を基本と

し、北海道が定める公園緑地事業実務要領に準ずることとする。図面の修正内容に

ついては、発注者と協議の上調整すること。 



【作成図面リスト】 

図 面 名 称 概 要 縮 尺 備 考 

統 括 図 ① 都市計画図を基図とする位置図 1/30,000  

統 括 図 ② 公園緑地図を基図とする位置図 1/30,000  

計 画 図 ① 
札幌市現況図を基図とする 

計画区域図 

1/1,500 
～ 

1/5,000 
 

計 画 図 ② 地番図を基図とする計画区域図 1/1,500  

平面計画図 
施設現況図を基図とする 

計画区域図 

1/1,000 
～ 

1/4,000 
 

求 積 図 座標値入り区域図 1/1,500  

 

(8) 打合せ 

打合せは、業務着手時、中間打合せ３回、成果品納入時の計５回とし、必ず業務

主任者が立ち会うこと。その他、簡易な連絡事項や進捗状況については、電話、メ

ール及び web 会議等で相互に調整するものとする。また、上記打合せ以外にも、市

が必要と判断した場合は、打合せに応じること。 

 

５ 成果品提出 

  【履行】「３ 業務の完了」に基づき、以下の成果品を提出すること。 

(1) 基本計画報告書（検討過程・図面・打合せ記録簿等を含む） 製本２部 

(2) 基本計画概要書（A3 判、２枚程度） 

(3) 都市計画図書添付図面（案） 

(4) 報告書電子データ DVD-R ２部 

提出にあたっては「電子納品に関する手引き【土木業務編】（札幌市）」を準用

のこと。 

(5) その他、本市が適正な業務履行確認のため、特に必要と認めた書類 

 

 

 



 【別記１】 













 【別記２】 









別 紙 

 

条 件 明 示 書 

 

１ 設計業務補正係数 

基本計画に係る補正係数は、「土木事業委託積算基準（北海道建設部、2024年10月

版）」に基づき、下記の設計条件を基に算出すること。 

 

  表 丘珠空港緑地補正係数 

項目 適用変化率 補正係数 備考 

公 園 種 別 地区公園 
（基準面積） 

4.0 ha 
 

対 象 面 積 44.20 ha 
（補正面積） 

44.2 ha 
 

地 形 平地 1.0  

資料の提供 有 0.8  

発 注 形 式 基本計画 1.0  

整 備 水 準 易 0.8  

補 正 係 数 基本計画 2.84 小数点第 3位四捨五入 2位止め 

 

 

 

 



 

別図 

検討範囲(約 44.2ha) 

検討範囲対象外 

（南東地区 PG エリア 4.6ha） 



単位 数　量 金額 摘　要

1 第1号内訳書

1 第2号内訳書

1 第3号内訳書

1

1

1

1

1

1

1

式 1 10%

1

都市計画図書添付図面
（案）の作成

式

業務委託料 式

札　 幌　 市

一般管理費等 式

業務価格 式

消費税等相当額

その他原価 式

業務原価 式

直接経費計

直接原価 式

旅費交通費 式

電子成果品作成費 式

打合せ 式

直接人件費計

直接経費

設計総括表

項目・種別・細目

直接人件費

基本計画策定 式



内　　訳

名　　称 形　　　　　質 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　　要

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

式 1

（補正後）
計

札幌市

補正係数
補正係数
Ｓ＝2.84

概算工事費の算出

基本計画説明書の作成

小計

敷地分析

計画内容の検討及び設定

基本計画図の作成

基本計画策定

第１号内訳書

現況把握

　　　　　　一金　　　　　　　　　　円



内　　訳

名　　称 形　　　　　質 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　　要

式 1

計

札幌市

都市計画図書添付図面（案）の作成

第2号内訳書

都市計画図書添付図面
（案）の作成

　　　　　　一金　　　　　　　　　　円



内　　訳

名　　称 形　　　　　質 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　　要

式 1

計

札幌市

打合せ

第3号内訳書

打合せ
５回（業務着手
時・中間３回、
成果品納入時）

　　　　　　一金　　　　　　　　　　円


